
南砺市クリエイタープラザ入居促進事業補助⾦の概要 

 
 
 
 

【補助対象者】  

（１）クリエイタープラザの入居施設の利用許可を新規に受けたものであって、３年以上継続して事

業活動を行う意思のあるものとします。複数の団体及び個人が共同で実施する場合は、同一の団体

とみなします。 

（２）次に掲げる者は補助対象としません。 

１）政治又は宗教活動を行うことを目的とした団体等 

２）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団や南砺市暴力団排除条例 

第６条に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する団体及び個人 

３）市税の滞納がある団体及び個人 

４）前３号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める団体及び個人 

 

【補助対象事業】 

補助事業 補助対象経費 補助率 限度額 

１ クリエイタープラザ 
入居費用支援事業 

機器等の購入費（コンピュータ

ー・通信機器・オフィス機器・

オフィス家具） 
補助対象経費の 
２分の１以内 
（千円未満切り

捨て） 

２０万円以内（入居の当

該年度のみ１回限り） 

２ クリエイタープラザ 
入居者家賃支援事業 

入居施設の家賃 
月額２，５００円 
（入居の翌月から 
最長２４か月） 

※補助対象経費･･･消費税及び地方消費税を抜いた金額とし、他の補助金等の交付を受けていないもの 

 

【補助金交付に必要な書類】 

〇交付申請時（入居後１か月以内に申請） 

 前年度から継続して補助金の交付を受けようとするときは当該年度の４月末までに申請 

・クリエイタープラザ入居促進事業補助金交付申請書（様式第１号） 

・事業計画書、経費内訳が分かる見積書や契約書等、市税の完納証明書 

 

 〇実績報告時（事業完了日から起算して３０日以内又は交付決定の属する年度の３月３１日の 

いずれか早い日までに申請） 

  ・クリエイタープラザ入居促進事業補助金実績報告書（様式第４号） 

  ・事業実績書、支払ったことが証明できる領収書、機器等を購入した場合は写真等 
 
【お問合せ・申請先】 

 南砺市ブランド戦略部 商工企業立地課 TEL：0763-23-2018 FAX：0763-52-6349 

南砺市クリエイタープラザの入居促進を目的に、新規に入居するクリエイターに対し、プラザの入居

に係る必要経費及び入居施設の家賃の支援を実施するために、予算の範囲内において補助金を交付す

るものです。 


